
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出

　

（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
に
係
る
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

四

 
規

則

　

病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
二

年
六
月
一
日
と
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
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事

業

所

番

号

〇
四
一
二
六
〇
〇
一
九
九

〇
四
一
〇
七
〇
〇
二
〇
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

発
達
支
援
ラ
ン
ド
あ
の

ね
の
森

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
字

西
天
神
百
二
十
五－

五

Ａ
ｎ
ｄ
Ｙ
ｏ
ｕ
な
と
り

名
取
市
高
舘
吉
田
字
下

鹿
野
東
三

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
さ
わ
お

と
の
森

一
般
社
団
法
人

悠
優
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
二
二
〇
〇
〇
五
七

設　
置　
者　
名

柴
田
町

事

業

所

の

所

在

地

変
更
前

変
更
後

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一
丁

目－

十－

三
十
五

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
富
沢
字

青
木
町
六－

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
県
登
米
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

　

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年

度
に
お
け
る
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
の
残
存
許
容
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

保
安
林
の
種
類 

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る 

皆
伐
面
積
の
限
度
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

 

保
安
林
の
種
類

水
源
か
ん
養
保
安
林 

本
吉
地
区 

四
〇
六
・
三
四

 

北
上
川
下
流 

三
九
四
・
五
〇

 

石
巻
地
区 

三
一
三
・
〇
五

 

迫
川
地
区 

九
八
八
・
二
二

 

江
合
川
上
流　
 

七
一
三
・
五
二

 

鳴
瀬
川
上
流 

一
、
三
二
五
・
六
七

 

江
合
川

 

　
　
　

下
流 

〇
・
八
四

 

鳴
瀬
川

 

黒
川
地
区 

一
六
一
・
六
二

 

仙
台
地
区 

一
、
三
七
五
・
〇
八

 

白
石
地
区 

一
、
四
七
七
・
七
四

土
砂
流
出
防
備
保
安
林 

本
吉
地
区 

二
五
・
七
二

 

北
上
川
下
流 

八
・
一
八

 

石
巻
地
区 

二
〇
・
五
四

 

迫
川
地
区 

七
八
・
九
九

 

江
合
川
上
流 

一
五
五
・
五
〇

第2161号　平成22年６月１日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
一
〇
〇
三
八
七

〇
四
一
五
四
〇
〇
三
二
四

〇
四
一
五
五
〇
〇
六
五
一

設　
置　
者　
名

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株

式
会
社

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

仙
台
青
葉
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
二
丁

目
二
十
九
番
一
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台
青
葉

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
二
丁

目
二
十
九
番
一
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

仙
台
太
白
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

仙
台
市
太
白
区
向
山
四
丁
目

十
九
番
十
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

仙
台
市
太
白
区
向
山
四
丁
目

十
九
番
十
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

仙
台
泉
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
古
内

百
三
十
番
地

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台
泉

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
古
内

百
三
十
番
地

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
三
十
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日



 

鳴
瀬
川
上
流 

二
五
四
・
三
〇

 

江
合
川

 

　
　
　

下
流 

一
三
・
〇
〇

 

鳴
瀬
川

 

黒
川
地
区 

三
九
・
九
八

 

仙
台
地
区 

五
八
・
六
二

 

白
石
地
区 

二
一
五
・
五
四

防
風
保
安
林 

蔵
王
町 

〇
・
〇
六

 

川
崎
町 

〇
・
二
三

干
害
防
備
保
安
林 

仙
台
市 

五
・
一
八

 

石
巻
市 

二
七
・
九
八

 

気
仙
沼
市 

二
四
・
一
二

 

白
石
市 

三
・
三
〇

 

角
田
市 

二
・
〇
八

 

登
米
市 

一
〇
・
一
四

 

栗
原
市 

一
・
四
八

 

東
松
島
市 

四
・
三
六

 

大
崎
市 

五
七
・
五
四

 

七
ケ
宿
町 

五
・
一
四

 

柴
田
町 

〇
・
九
八

 

丸
森
町 

二
・
七
二

 

大
和
町 

三
・
六
〇

 

大
郷
町 

〇
・
三
〇

 

加
美
町 

六
・
七
二

 

女
川
町 

一
六
・
三
〇

 

南
三
陸
町 

〇
・
七
六

魚
つ
き
保
安
林 

石
巻
市 

一
九
・
一
六

 

気
仙
沼
市 

二
・
五
二

 

東
松
島
市 

〇
・
四
二

 

女
川
町 

〇
・
八
八

 

南
三
陸
町 

〇
・
九
四

保
健
保
安
林 

宮
城
北
部
地
区 

一
三
・
七
一

 

宮
城
南
部
地
区 

　

七
・
一
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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区
域
の
名
称

西
天
王
寺
沢

３猪
の
倉
沢

猪
の
倉
沢

三
平
沢

山
際

山
野
町
の
２

西
要
害

針
生

落
合

諏
訪

岩
入

川
畑
沢

産
仮
小
屋
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

大
崎
市
岩
出
山
上
野
目（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鹿
島
台
船
越
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
岩
出
山
上
野
目
、
同
市
岩
出
山
下
野

目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
古
川
雨
生
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
田
尻
沼
木
（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
（
次
の
図
の
と
お

り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
箟
岳
（
次
の
図
の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

監
査
委
員
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太
田
沢

西
沢

沢
田

柳
沢
３

清
水
田
１

清
水
田
２

大
平
の
沢

小
里
沢
２

笠
石
沢
１

笠
石
沢
２

笠
石
沢
２

平
沢

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

遠
田
郡
涌
谷
町
箟
岳
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
（
次
の
図
の
と
お

り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
（
次
の
図
の
と
お

り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
（
次
の
図
の
と
お

り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
猪
岡
短
台
（
次
の
図
の
と
お

り
）

区
域
の
名
称

下
一
栗
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

大
崎
市
岩
出
山
下
一
栗（
次
の
図
の
と
お
り
）

縦　

覧　

場　

所

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

三
平
沢

西
銭
神

金
山
の
沢

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首（
次
の
図
の
と
お
り
）

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
（
次
の
図
の
と
お
り
）

遠
田
郡
涌
谷
町
小
塚
（
次
の
図
の
と
お
り
）

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
３
号

　
地
方
自
治
法（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，宮

城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
条
同
項
の
規
定
に

基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
平
成
22年
６
月
１
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
22年
３
月
26日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
宮
城
県
知
事
　
平
成
22年
５
月
13日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
20年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

97,824,093円
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過
年
度
分
 

165,872,646円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

263,696,739円

　
　
　
　
・
Ｈ
19年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

88,593,568円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

146,420,056円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

235,013,624円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
収
入
未
済
額
の
大
部
分
（
約
87％
）
を
占
め
る
個
人
県
民
税
と
自
動
車
税
の
滞
納
縮
減
に
力
を
入
れ
た
。

　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
住
民
税
徴
収
確
保
対
策
会
議
を
開
催
し
，
管
内
市
町
と
の
連
携
を
密
に
し
な
が

ら
，
地
方
税
法
第
48条
に
よ
る
直
接
徴
収
や
共
同
催
告
・
共
同
徴
収
，
県
税
還
付
金
差
押
え
等
の
支
援
も
実
施

し
た
。

　
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
，
財
産
調
査
を
迅
速
に
行
い
，
資
力
が
あ
り
納
付
に
至
ら
な
い
者
は
，
差
押
え
を
重

点
と
し
た
手
法
で
自
動
車
・
預
貯
金
・
給
与
・
電
話
加
入
権
の
差
押
え
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

　
税
収
確
保
と
収
入
未
済
額
縮
減
の
た
め
，
平
成
21年
度
の
差
押
処
理
件
数
を
300件

と
設
定
し
，
304件

の
差

押
え
を
実
施
し
た
。


